
■ 確定契約 □ 概算契約

横浜市内の放置自転車等対策の一環として、横浜市内の

西部区域５区（旭区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区）

の放置自転車等のマナーアップ監視に関する業務を行う

ものです。

受付番号 種目番号
連絡先

横浜市道路局

履 行 期 間 令和６年７月１日から令和７年３月31日まで

契 約 区 分

委 託 概 要

令和６年度　　一般会計　歳出　13款　１項　４目　１2節　委託費

委 託 名 横浜市内（西部区域）の自転車等マナーアップ監視員

　委託担当
　　道路局道路政策推進課　担当　藤波

電話　045-671-3644

設　　　計　　　書

に関する業務委託（その２）

履 行 場 所 横浜市内（西部区域）の自転車等放置禁止区域



■ す　る （　　９　回　）

□ し　な　い

内 訳

設　計　金　額

消 費 税 相 当 額

業 務 価 格

横浜市道路局

部 分 払 い

〃 3 1 式

自転車等マナーアップ監視員
に関する業務委託 ７～２ 8 式

部　分　払　の　基　準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額



　

名 称 形状・寸法 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要

マナーアップ
監視員業務

1 第１号内訳書のとおり

万円止め

一般管理費 第３号内訳書のとおり

 

式

小　計

1 式

横浜市道路局

合　計

第２号内訳書のとおり

消費税相当額

委託業務価格

交通費 1 式



第　　　1　　　　号

１式　当り
名 称 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

マナーアップ
監視員業務

旭区 9日/月 人日 特記仕様書配置日数のとおり

2 時間配置

戸塚区 14日/月 人日 特記仕様書配置日数のとおり

2 時間配置

栄区 1日/月 人日 特記仕様書配置日数のとおり

2 時間配置

泉区 2.5日/月 人日 特記仕様書配置日数のとおり

2 時間配置

瀬谷区 3.5日/月 人日 特記仕様書配置日数のとおり

2 時間配置

合　　計

 
 

積算内訳書

横浜市道路局

形状・寸法

監視員

〃

〃

〃

〃



第　　　2　　　　号

１式　当り
名 称 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

交　通　費

旭区 9日/月 人日 特記仕様書配置日数のとおり

戸塚区 14日/月 人日 特記仕様書配置日数のとおり

栄区 1日/月 人日 特記仕様書配置日数のとおり

泉区 3日/月 人日 特記仕様書配置日数のとおり

瀬谷区 4日/月 人日 特記仕様書配置日数のとおり

合　　計

 

積算内訳書

横浜市道路局

形状・寸法

監視員

〃

〃

〃

〃



第　　　3　　　　号

１式　当り
名 称 形状・寸法 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

一般管理費

経費 1 式

合　　計

 
 

積算内訳書

横浜市道路局



土木設計業務共通仕様書（令和３年９月）

土木設計業務特記仕様書（平成29年４月）

測量業務共通仕様書（令和３年９月）

測量業務特記仕様書（平成29年４月）

測量標等特記仕様書（平成21年２月１日）

地質調査業務共通仕様書（令和３年９月）

道水路等境界調査測量委託仕様書（令和４年12月）

電子納品に関する特記仕様書（横浜市道路局）（平成29年４月）

その他（別添仕様書及び特記仕様書）

委託業務の履行等に関する特記仕様書（別紙）

・土木設計業務共通仕様書、測量業務共通仕様書、地質調査業務共通仕様書

・横浜市土木工事共通仕様書（主に材料の品質・規格等に関すること。）

・設計業務数量算出基準、道路構造物標準図集

・河川標準構造図

・条件明示チェックシート、詳細設計照査要領は、横浜市のｗｅｂページを
　参照し、内容等について監督員と調整してください。

　 受託者は、次の事項を遵守しなければならない。

「個人情報取扱特記事項」（令和５年４月）

「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」（令和５年４月１日）

   適用図書等の入手先

  上記図書は、横浜市のＷｅｂページに掲載していますので、ご利用ください。

   その他

  業務内容に詳細設計を含む場合は、詳細設計照査要領の内容を反映した照
査計画書を作成し、事前に監督員の承認を受けること。

委 託 業 務 仕 様 書(横浜市道路局)

令和５年７月１日

   道路局（区を含む）が発注する委託業務に適用する仕様書、特記仕様書、適用図書及び
遵守事項は次のとおりとする。

   仕様書等（使用はレ）



横浜市内の自転車等マナーアップ監視員に関する業務委託 

共通仕様書（その２） 

 

１ 本事業の目的 

「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」（以下「条例」という。）の趣旨に基づき、自転車及び

50cc 以下の原動機付自転車（以下「自転車等」という。）の放置の多い場所に自転車等マナーアップ監

視員（以下「監視員」という。）を配置し、自転車等の放置防止、自転車駐車場への駐車促進、自転車

のマナーアップについて自転車利用者への必要な啓発を行う。 
 

２ 自転車等監視員の業務等 

(1) 業務内容 

ア 自転車等を放置しようとする人に対し、自転車等放置禁止区域であることを知らせ、状況に応じ

て自転車駐車場への誘導・案内等、適正利用の指導啓発を行い、自転車等の放置防止を図るととも

に、自転車利用のマナーアップのための声かけを行う。 

イ 放置されている自転車等については、啓発用の札を貼付する。 

(2) 配置日 

国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始（12月 29日から１月３日まで）を除く日の

うち、委託者が指定する。 

(3) 配置時間 

月曜日から日曜日の午前９時から午後６時までのうちの２時間とする。なお、配置日、配置時間

は、前月５日までに委託者が指定する。なお、７月分については、業務開始を７月８日とし、配置日、

配置時間については、７月１日に委託者が指定する。 

(4) 配置場所 

対象となる鉄道駅の自転車等放置禁止区域内での配置場所、巡回範囲については委託者が指定す

る。 

(5) 配置体制 

２名１組で業務にあたることとし、自転車の放置状況啓発の方法については、委託者と協議のう

え、柔軟に対応する。 

(6) 提供物品等 

啓発用の札については、委託者が受託者に提供する。業務遂行にあたっては、委託者から貸与され

た腕章を着用する。 

３ 現場責任者 

(1) 横浜市委託契約約款第９条に基づき、現場責任者を１人選任する。現場責任者は監視員業務に従事

する者以外から選定し、業務の履行を総括するとともに、トラブル等の処理にあたる。 

(2) 監視業務の現場において受けたクレームへの対応は、重要な受託業務として責任をもって適切に

対処する。業務従事者からのクレーム対応等の相談に対して、助言を行うとともに、業務従事者で解

決できない場合は、自ら対処にあたる。 

 (3) 監視員業務に係る委託者との連絡は、現場責任者が行う。 



４ 業務報告書の作成 

業務の実施後は、委託者が指定する様式により業務日報を作成する。業務日報は一週間ごとにまとめ

て委託者に提出し、業務月報は、当該月の業務終了後、10 日以内に委託者に提出する。 

５ 事故対応 

業務中に事故等が発生したときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過

並びに事故による被害内容等について、遅滞なく委託者に報告する。 

６ 研修 

受託者は、現場責任者を含む監視員に対して、業務内容に関する研修を行う。 

７ その他 

(1) 業務の履行にあたっては、条例の趣旨を理解するとともに、対象となる鉄道駅の自転車等放置禁止

区域、自転車駐車場の場所を確認しながら実施する。自転車等放置対策及びマナーアップ推進事業を

担うものとして、市民目線で疑念を持たれるような服装を避け、品位を保持することに努める。 

なお、自転車駐車場及び放置自転車の移動先である保管場所については、下記で確認すること。 

ア 自転車駐車場 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kotsu/bycycle/bicycle-

parking/search/ 

イ 保管場所 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kotsu/bycycle/ido-hokan-

henkan/hokannbasyo.html 

 (2) 業務履行中は禁煙とする。 

(3) 業務履行中に、自転車利用者等から自転車等の放置防止関連施策についての問い合わせがあった

ときは、関連法令の適切な理解のもと、正確かつ丁寧に説明する。 

(4) 受託者は、受託者の責により人及び物件等に損害を与えた場合は、責任を持って損害を賠償する。 

(5) 受託者は、業務の履行にあたり疑義が生じたときは、委託者と適宜協議する。 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kotsu/bycycle/bicycle-parking/search/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kotsu/bycycle/bicycle-parking/search/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kotsu/bycycle/ido-hokan-henkan/hokannbasyo.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kotsu/bycycle/ido-hokan-henkan/hokannbasyo.html
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横浜市内の自転車等マナーアップ監視員に関する業務委託（その２） 

特記仕様書【西部地区】 

 

１ 担当範囲 

  監視業務の範囲は、次の表に示す鉄道駅の自転車等放置禁止区域一帯とする。 

 

区 監視業務対象駅 

旭区 鶴ヶ峰駅、二俣川駅、希望ケ丘駅、南万騎が原駅 

戸塚区 戸塚駅（東）、戸塚駅（西）、東戸塚駅、舞岡駅 

栄区 大船駅、本郷台駅 

泉区 
踊場駅、立場駅、中田駅、下飯田駅、いずみ中央駅、いずみ野駅、弥生台駅、 

ゆめが丘駅、緑園都市駅 

瀬谷区 瀬谷駅、三ツ境駅 

    

 

２ 監視員配置日数 

 

区 駅名 日数／月 
年間回数 

（一月日数×9） 

旭区 
鶴ヶ峰駅、二俣川駅、希望ケ丘駅、 

南万騎が原駅 
9日 81日 

戸塚区 
戸塚駅東口、戸塚駅西口、東戸塚駅、

舞岡駅 
14日 126日 

栄区 大船駅、本郷台駅 1日 9日 

泉区 

踊場駅、立場駅、中田駅、下飯田駅、

いずみ中央駅、いずみ野駅、 

弥生台駅、ゆめが丘駅、緑園都市駅 

2.5日 22日 

瀬谷区 瀬谷駅、三ツ境駅 3.5日 31日 
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